
- 1 -

警 察 犬 等 審 査 要 領

１ 受審資格

(1) 警察犬審査の申請犬種は、原則日本警察犬協会が示す７犬種とする。

※７犬種（シェパード、ラブラドール・リトリーバー、ゴールデン・リトリー

バー、ドーベルマン、コリー、エアデール・テリア、ボクサー）

(2) 警察犬審査の申請犬種は、狂犬病法に定める「犬の登録」・「狂犬病予防注射」

を行い、これを証明する鑑札・注射済証明書の交付を受けていること。

(3) 所有者・指導士については、暴力団活動等の反社会的行為がなく善良な社会人

であること。

(4) 足跡追及犬では、突発的かつ迅速な出動を必要とすることから、昼夜を問わず

警察の出動要請の電話連絡に応じられ、かつ、30～40分程度で出動体制が可能な

場所において飼育管理していること。

(5) 指導士は、原則県内居住とする。

２ 審査基準

(1) 足跡追及犬の部

・出発点には、コース設定者の臭気が付着した臭気布が遺留され、その臭気布を

原臭に追及を開始する。

・コース途中に、遺留物品を置く。

・追及ピンは、各屈折場所と最終地点に使用する。

・指導士は、犬との距離を保ちながら、引綱を把持し追従する。

・コース途中、犬が遺留物品を発見した際は、指導士は速やかに審査員に告知す

る等適切な処理をする。

・犬がコースを著しく逸脱した時、又は意欲がないと認められる時は失格とする

ことが出来る。

・待機中や審査中における審査員の指示に従わない場合は失格とすることが出来

る。

・所用時間は５分以内とする。

(2) 臭気選別犬の部

・選別台には、誘惑臭を付けた白布４点と、仮想犯人の臭い（対照臭）を付け

た白布１点の計５点を順不同に配置する。

・出発地点と選別台までの距離は10メートルとする。

・指導士は、選別台が確認できない出発点近くの所定位置（遮蔽幕）で待機し、

審査補助者の指示により出発点に移動し犬に原臭を嗅がせて選別台の臭気布を

選別持来させる。

・選別作業は４回実施し、３回連続して成功した場合、次に対照臭のないゼロ

回答選別を行う。

・選別意欲がないと認める場合及び連続２回失敗した場合は中止させることが

できる。

・犬に対する指示は、
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原臭を嗅がせるとき

出発点から出発させるとき

帰路の態勢になったとき

のみとし、それ以外は特別の事情がない限り言ってはならない。

・所用時間は１回につき１分以内とする。

(3) 警戒犬の部

・指導士は、出発点において、犬を紐なし脚側停座させる。

・審査員の指示により常歩脚側行進で出発、最初の仮小屋を指示し、「前へ」

「探せ」等の命令を与えて捜索させ、以後順次仮小屋方向を指示しながら犬を誘

導前進させて捜索を実施させる。

・最終の仮小屋には、犯人が潜んでいるが、指導士は犬にこれを発見させて禁足

咆哮させた後、審査員の指示により犯人を確保する。

続いて犯人の護送を行うが、途中地点において、逃走を企てる犯人を、襲撃捕

捉し護送させて終了とする。

・所用時間は５分以内とする。

３ 採点方法

(1) 足跡追及犬の部

・正確度、追及意欲、動作、遺留品の発見状況等について採点する。

・各審査員の採点結果を集計し、その合計点を得点とする。

(2) 臭気選別犬の部

・正確度、選別意欲、動作等について各回毎に採点する。

・各審査員の採点結果を集計し、その合計点を得点とする。

(3) 警戒犬の部

・正確度、警戒意欲、動作等について採点する。

・各審査員の採点結果を集計し、その合計点を得点とする。

４ 嘱託

警察犬等審査委員会において、

審査会における得点

地域的バランス

出動態勢

等を勘案して決定する。


